意見提出要領

寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画（第３版）素案について、
みなさんの意見を募集します
－パブリック・コメント手続－

１　寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画（第３版）素案とは？
[bookmark: _GoBack]　　寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等の感染症危機が発生した場合に備えて、平時の準備や感染症発生時の対策の内容を示した計画です。平成26年に初版が策定され、平成31年の改定を経て、本計画は第３版となります。
本計画では、対策領域を拡充し、感染症の発生前から収束までの各段階に応じた対応を体系的に整理することによって、平時の備えから有事の対応まで、より実効性の高い計画としています。この計画により次なる感染症危機への備えを強化し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進してまいります。
※　資料は、令和８年１月６日（火）～令和８年２月５日（木）に保健総務課、市民情報コーナー、市立中央・東図書館、各シティ・ステーション及び堀溝サービス窓口、市ホームページで見ることができます。

２　意見の提出方法
⑴　意見を提出できる人
ア　寝屋川市内に住んでいる人
イ　寝屋川市内の事務所や事業所に勤めている人
ウ　寝屋川市内の学校に通学している人
エ　寝屋川市内に事務所や事業所を持つ個人や法人その他の団体
オ　寝屋川市税の納税義務を有する人
カ　この案件に利害関係を有する人
⑵　意見の募集期間
令和８年１月６日（火）～令和８年２月５日（木）
⑶　提出方法
⑷の提出先に、直接書面を持参するか、郵便、ファックス、電子メールにて提出してください。直接持参の場合は、平日午前９時から午後５時30分までにお願いします。
意見提出様式を添えておりますが、任意の様式でも構いません。意見提出様式には、必ず氏名・住所・連絡先を明記してください。任意の様式の場合は、氏名・住所・連絡先とあわせて【「寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画（第３版）素案」に対する意見】と明記してください。
※　提出された意見は、原則として公表します。なお、提出者個人の住所・氏名等の情報については、個人情報の保護に関する法律に基づいて、適切に扱います。
※　計画に対する賛成・反対ではなく、具体的な修正意見をお願いします。
※　電話など口頭による意見の受付は行いません。
⑷　提出先・問合せ先
寝屋川市健康部保健総務課（寝屋川市保健所１階）
〒572-0838 寝屋川市八坂町28番３号
TEL 072-829-7771（直通） FAX 072-838-1152
e-mail:h-soumu@city.neyagawa.osaka.jp
⑸　提出された意見の取扱い
市は、提出された意見を受け止め、案に盛り込めるかどうかよく考えた上で、提出された意見のあらましと、意見に対する考え方を公表します。
※　個々の意見に対して、直接回答はしません。
